
令和８年３月 30日 

 

岡山県電子納品ガイドライン（案）【業務編】の改定について 

お 知 ら せ 

 

岡山県土木部技術管理課 

 

 業務委託において情報共有システムを利用できることとしたため、下記のガイドラインを改定し

たのでお知らせします。 

 

1   改定するガイドライン 

岡山県電子納品ガイドライン（案）【業務編】（令和８年４月版） 

 

2   改定内容 

   ・情報共有システムの内容を追記 

   ・事前協議チェックシートに「情報共有システムの利用の有無欄」を追記 

   ・「電子納品対象業務特記仕様書」記載例に情報共有システムの内容を追記 

 

3   適用年月日 

単価適用日が令和８年４月１日以降の業務に適用します。 

 

4   その他 

改定内容の詳細については、下記のホームページをご覧ください。 

https://www.pref.okayama.jp/page/584678.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合せ先】 

 土木部技術管理課管理情報班 

  TEL 086-226-7410 

 

https://www.pref.okayama.jp/page/584678.html

